
佐賀県環境審議会
温泉部会

第４５回（令和７年度 第１回）

令和８年１月３０日（金）

グランデはがくれ 3階 有明の間



第１号議案 温泉掘削許可申請について

申 請 日：令和７年１１月２１日

申請者住所：佐賀県佐賀市中の小路2番5号

申請者氏名：株式会社 佐賀玉屋

代表取締役社長 山越 悠登

申 請 地：佐賀県佐賀市中の小路30番
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第１号議案 温泉掘削許可申請について
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住所

氏名

地番

地目

利用目的

工事の施工方法

口径（ｍｍ）

151.0

102.3

工事期間

0～700

令和８年２月２日～令和８年６月３０日

掘削しようとす
る土地

ロータリー式

深さ（ｍ）

700～1000

ゆう出路

佐賀県佐賀市中の小路2番5号

株式会社　佐賀玉屋　代表取締役社長　山越　悠登

佐賀県佐賀市中の小路30番

宅地

宿泊施設の浴用



土地の使用権利は申請者が有する
（申請者所有の土地である）

土地掘削の権利
（温泉法第3条第2項関係）

付
近
源
泉

半
径
4
km
以
内
の
状
況

（
）

※付近の源泉は別スライド参照

第１号議案 温泉掘削許可申請について
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・掘削地点及び周辺の状況
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掘削予定地を中心とした半径4km以内の既存源泉の状況

①JR佐賀源泉(1,400m)
②佐賀鍋島温泉(1,800m)
③佐賀ぽかぽか温泉(2,300m)
④平松鉱泉源泉(2,400m)
⑤昇龍源泉(2,800m)
⑥好徳源泉(3,000m)
⑦本庄源泉(3,300m)

掘削予定地①
②

③

④

⑤

⑦

⑥

佐賀駅

佐賀県庁

半径4km
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掘削予定地を中心とした半径500m以内の既存源泉の状況

半径500m

掘削予定地

佐賀県庁

掘削予定地の半径500ｍ以内に既存源泉はない
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掘削予定地

周辺の状況①

ゼンリン地図より
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周辺の状況②

Google mapを使用

掘削予定地



・事前地質調査等（文献調査）
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事前地質調査等①
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掘削予定地

九州地方土木地質図
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事前地質調査等②

掘削予定地

沖積層 礫、砂、粘土Qal

Qal

完新世(沖積世)

堆積岩類（臼杵ー八代構造線以北）

平野部、河川沿いに分布。筑
後・佐賀平野に広く発達し、
軟弱な地盤の有明粘土層を含
む。崖錐堆積物を含む。

新
生
代
第
四
紀
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産業技術総合研究所 地質調査総合センター

20万分の1地質図幅「熊本」から抜粋

掘削予定地

事前地質調査等（参考）
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産業技術総合研究所 地質調査総合センター

20万分の1地質図幅「熊本」から抜粋

掘削予定地

事前地質調査等（参考）



事前地質調査等
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◇温泉の存在する推定根拠

・今回の温泉掘削予定地は、佐賀市中心部付近にある佐賀市中の小路地内に位置する。佐賀市周辺では、
北側にそびえる脊振山系等の山々を源とする筑後川、嘉瀬川といった大小の河川が有明海に向けて南下
し、その周辺に広大な段丘面あるいは沖積平野を形成している。

・当該地域を構成する地質は、新生代第四紀の沖積層～洪積層が厚く堆積しており、平野では岩盤を確認
することはできない。これら新生代第四紀を構成するものは、「粘土・砂・砂礫等」の未固結堆積物である。

・佐賀平野では、佐賀ぽかぽか温泉・佐賀鍋島温泉等の源泉があり、温度は35℃以上が湧出している。

・温泉掘削予定地周辺では、掘削深度に伴い地熱による昇温傾向が見られ、掘削深度600～1,000mの
既存源泉では、源泉温度は35～45℃で、温泉の湧出量も多く、200～300L/分程度の揚湯量がある。

・したがって、掘削深度1,000mでは40℃前後の温泉の湧出が期待できるものと思われる。

◇既存の温泉への影響

掘削予定地より、直線距離で、約1,400ｍの地点にＪＲ佐賀源泉、約1,800mの地点に佐賀鍋島温泉が
存在するが、いずれの源泉とも遠距離にあるため影響はないと思われる。



・掘削予定地の確認
（R7.12.16現地確認）

16



17

掘削予定地の現地確認

1

3

佐賀駅方面

佐賀県庁方面

掘削予定地

・・・不動点

13.190ｍ

14.930ｍ

2

1

14.930ｍ

Ａ方向の撮影

Ｂ

Ａ

8.210ｍ

掘削予定地

Ｂ方向の撮影

13.190ｍ 8.210ｍ

掘削予定地
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・掘削に使用する主要な設備
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巻上機（ドローワークス）
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泥水ポンプ
（マッドポンプ）
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全高 17m

全幅 2.5ｍ

鉄骨やぐら

左側面 正面 右側面 後面



22



23

敷地配置図

掘削予定地

1

3

2

14.930ｍ

8.210ｍ

13.190ｍ

12m(敷地境界から)

9m(敷地境界から)
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設備配置図

12m(敷地境界から)

9m(敷地境界から)
8tユニック

立入規制範囲

火気厳禁の表示

オペレーターハ
ウス

試錐機
TL2000

カニクレーン
MC-405

試錐ポンプ
MG-50

掘削予定地
噴出防止装置 可燃性ガス検知器

２箇所

３箇所

１箇所



・掘削井断面図／平面図
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温泉ケーシング
平面図/断面図

内径：151.0mm

GL-0m

GL-700m

GL-1000m

内径：102.3mm



・技術基準に適合することを
証する書類
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掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準（1/2）
適否対応内容可燃性天然ガスの噴出の恐れのある場合の掘削

適合• 水平距離8m以上確保
している。(9m以上)

(1)離隔距離の確保
• 掘削口から敷地境界線までの水平距離が8メートル以上であること。

適合

• 火気使用設備等は設置しない。
• ケーシング溶接作業のみ実施

する。（ただし書き適用）
• 掘削機周辺に火気使用禁止の

掲示をする。
• 掲示場所：仮設フェンス、オ

ペレーターハウス

(2)火気使用制限等（掘削口から水平距離8メートルの範囲内）
• 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
• 火気を使用する作業（ただし、当該範囲内において行うことがやむを得ない
と認められる溶接又は溶断の作業を除く。）を実施しないこと。

• 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示する
こと。

適合
• 仮設フェンスを設置し、関係

者以外の立入り制限を行う。
(3)関係者以外の立入制限措置（掘削口から水平距離8メートル
の範囲内）
• さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制
限すること。

適合

• オペレーターハウス内に携帯
型の可燃性ガス測定器を備え
付ける。

• オペレーターハウス・発電機
付近に消火器を備え付ける。
数量：２本

(4)携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器の設置
• 携帯型の可燃性ガス測定器を備えていること。
• 消火器を備えていること。

適合• 噴出防止装置を設置する。
（ラム型防噴装置）

(5)噴出防止装置の設置
• 噴出防止装置が設置されていること。

適合

• 井戸孔口に検知器を設置し、
25%LEL以上で警報を作動させ
る。

(6)警報設備の設置
• 検知器は掘削口（泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場
所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。）の直
上に設置されていること。

• 空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の25パーセント以上となつた場合
に警報を発すること。
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掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準（2/2）

適否対応内容可燃性天然ガスの噴出の恐れのある場合の掘削

適合

• 毎作業日、メタン濃度測
定及び目視点検を実施す
る。

(7)毎作業日の点検
• 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測
定すること。

• 可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視で点検すること。

適合
• 目視点検を実施する。(8)ゆう出路の洗浄作業時の点検

• ゆう出路の洗浄を行うに当たっては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無
を目視で点検すること。

適合
• 記録し、オペレーターハ
ウスに保存する。

(9)点検記録及び記録の保存
• 警報を発した記録、測定結果の記録を掘削工事の完了又は廃止まで保存すること。
• 掘削口等に設置した警報設備による警報の作動の状況を記録すること。
• 毎作業日の点検、ゆう出路洗浄時の点検の結果を記録すること。

適合

• 災害防止規程は、オペ
レーターハウスに備え付
ける。

(10)災害防止規程の作成
• 災害防止規程は、工事現場に備えておくこと。
• 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の
災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項を定めている
こと。

• 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項を定めていること。
• 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関する事項を定めていること。
• その他災害の防止に関し必要な事項を定めていること。

適合
• 災害防止規程に沿って、
措置可能である。

(11)非常時の措置
• 災害その他の非常の場合には、災害防止規程に従って必要な措置を行うこと。
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